
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

 コーポレート・ガバナンスの基本は、社内における上下左右のコミュニケーションが良好な状況にあること、あるいは活性化されていることにあると
考えております。すなわち、方針、戦略、計画、指示等が確実にまた的確かつスムーズに伝わること、実績あるいは実施状況が正確に報告されること
の両者があって、初めてコーポレート・ガバナンスが有効に機能すると考えます。以上の考えをベースに、当企業グループでは、コーポレート・ガバナ
ンスの強化を重要な経営課題と認識し、その体制整備と充実を図ることにより、経営の健全性と透明性を確保しつつ、環境の変化に即応した迅速か
つダイナミックな意思決定を行なっていくことを、基本方針としております。 
 また、取締役の職務執行を監査するために、監査役3名（全て社外監査役、うち1名常勤監査役）を置き、会計監査のみならず、取締役の業務全般
にわたる監査を行なっております。そして、その機能を高めるために監査役会を設置するとともに、監査役がすべての取締役会に出席することとして
おります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）
松村石油株式会社 1,067,000 13.30

コスモ石油ルブリカンツ株式会社 503,000 6.27

日本曹達株式会社 365,000 4.55

双日株式会社 327,000 4.07

三菱商事株式会社 327,000 4.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 299,600 3.73

ＭＯＲＥＳＣＯ従業員持株会 264,120 3.29

株式会社みずほコーポレート銀行 250,000 3.11

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 250,000 3.11

日本興亜損害保険株式会社 221,400 2.76

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 2月

業種 石油・石炭製品

（連結）従業員数 100人以上500人未満

（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

親会社 なし

連結子会社数 10社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

その他社外取締役の主な活動に関する事項

 

 平成21年２月期における取締役会15回のうち13回に出席し、主に経験豊富な企業経営者の観点から適宜発言を行っています。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況

 

 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行社員・監査補助者とは、それぞれの監査計画についての意見交換を行なうととも
に、期中・期末の財務諸表監査についても適時に情報・意見交換を行い、監査の実効性を高めています。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

 当社の内部監査部門である監査室とは、両者の監査計画立案時を含め月1回の定期的な会合を設け、情報・意見交換を通して相互の連携を図っ
ております。  

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
米田 徳夫 他の会社の出身者     ○     

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者で
ある

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由

米田 徳夫 ―――

 同氏は、姫路市の老舗百貨店である株式会社ヤマトヤ
シキの代表取締役会長兼社長であります。長年にわたり
その経営を担ってこられ、その間における加古川そごうの
買収再建等の経営手腕を高く評価させていただいており
ます。また公安委員や商工会議所会頭を歴任しておら
れ、幅広い視点からの指導、助言を得られると判断したこ
とから、社外取締役として選任させていただいております。

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 3名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3名



会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

その他社外監査役の主な活動に関する事項

 

 社外監査役冨野武氏は、常勤監査役であり、監査役会の主催をはじめ日常的な監査活動を行なっていただいております。 
 毎月１回以上開催する監査役会へは、冨野氏は平成21年２月期における監査役会21回の全てに出席し、小沢氏は17回に出席されております。ま
た、取締役会への出席についても、20回の開催に対して、冨野氏は全てに出席し、小沢氏は16回の出席となっております。なお、田村氏は、就任後
に15回開催の監査役会および取締役会の全てにご出席いただいております。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

 役員に対する報酬の一部について、前期業績を基準とした報酬基準を定めることにより、役員に対するインセンティブとしております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

前事業年度における報酬等の額は以下の通りであります。 
 役員報酬： 

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
冨野 武 他の会社の出身者         ○

小沢 史比古 他の会社の出身者     ○     

田村 英信 他の会社の出身者         ○

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

冨野 武 ―――

 同氏は、当社の主要材料購入先であるコスモ石油ルブ
リカンツ(株)の元取締役技術部長であります。同氏は石油
業界事情に詳しく、技術的な知見も持たれており、当社経
営を客観的な観点から監査していただくにふさわしいと考
え、常勤監査役として選任させていただいております。 

小沢 史比古 ―――

 同氏は、当社の大株主である日本曹達(株)の総務部長
であります。同氏は、法務業務での多大な知識経験を持
たれており、当社の監査役をしていただくにふさわしいと
の考えから、非常勤の監査役として選任させていただいて
おります。 

田村 英信 ―――

 同氏は、当社の取引先である松村石油(株)の元専務取
締役管理本部長であります。同氏は同社入社から一貫し
て経理畑を中心とした管理部門を経験してこられておりま
す。当社の他の２名の監査役はそれぞれ、潤滑油業界の
経験者、法務担当の現役であり、経理の長い経験を有す
る同氏を適任と判断し、同社を退職される機会に非常勤
の監査役として選任させていただいております。 

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

その他

ストックオプションの付与対象者

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示



  取締役   110百万円 
 （内社外取締役  3百万円） 
  監査役   18百万円 
 （内社外監査役 18百万円） 
 （合計）  128百万円  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

 非常勤の社外取締役・社外監査役に対し、事務連絡窓口業務を当社総務部で実施し、月次定例の取締役会の議事予定等を事前に配布しておりま
す。また、社外取締役に対しては、代表取締役が重要な決議事項についての事前説明や意見聴取を実施し、社外監査役に対しては、取締役会の報
告・決議事項を経理部長または総務部長等が常勤監査役に対し事前説明を行ったうえで、常勤監査役が監査役会で事前説明を実施しております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

 

１．業務執行の体制 
 ＜取締役会＞ 
 毎月１回以上開催し、代表取締役の業務執行を監督すると共に、会社経営に係る重要事項の意思決定を行っております。 
 月次決算の差異分析については、報告に基づき、計画達成のための指示・指導を行っております。 
 非常勤取締役からは、社外取締役として、経営の透明性、すなわち経営判断の妥当性や論理性の観点からの意見をいただくこととしております。 
 ＜代表取締役＞ 
 取締役会の決議に基づく、会社の日常業務の意思決定および業務執行は代表取締役が行います。代表取締役を含む役付役員による常務会を月
１回を原則として随時開催し、代表取締役専決事項の決定にあたっては常務会で協議を行い、過度な権限集中を回避しながら業務執行の円滑化を
図っております。 
 ＜経営会議＞ 
 当社は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化を目的に執行役員制度を導入しておりますが、全取締役・執行役員・常勤監査役で経営会
議を月１回開催し、企業経営に係る重要事項の報告と討議を行い、企業経営の現状と考えの相互理解を進めております。当該会議の内容は、全社
員に公開・伝達致しております。 
 ＜コンプライアンス・リスク管理委員会＞ 
 コンプライアンスおよびリスク管理の体制整備、推進状況のチェックのため全取締役・執行役員・常勤監査役ほかで構成し、経営会議開催時に随時
開催しております。 
 ＜経営会議の下部組織＞ 
 （各事業部会議） 
 平成１９年３月より、機能材事業、素材事業、ホットメルト事業、国際事業の各事業部毎に事業部長が主催する会議体を設け、月１回事業部の経営
ならびに営業、生産、開発に関する諸問題を討議しております。 
 （営業会議） 
 営業部門担当常務取締役、および各営業部門の管理職で構成し、月１回事業部をまたぐ営業部門共通の諸課題について討議しております。 
 （Ｒ＆Ｄ会議） 
 研究開発部門担当常務取締役、および研究開発部門の管理職で構成し、月１回研究開発部門の共通の課題について討議しております。 
 （生産技術会議） 
 生産部門担当常務取締役、および生産部門、生産技術部門の管理職で構成し、月１回工場運営や生産技術にかかわる課題について討議しており
ます。 
 （本社部門会議） 
 管理本部長、および管理部門管理職で構成し、月１回人事総務、経理、情報システム、広報等にかかわる課題について討議しております。 
 
 上記の各会議には、取締役社長がオブザーバーとして出席し、適宜意見を述べております。 
 その他、全社レベルでの品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９０００／方針管理制度含む）、環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４０００）を運用しておりま
す。 
 
２．監査・監督の体制 
 監査・監督の体制については、取締役会での監督機能、監査役による監査機能に加え、以下の体制で推進しております。 
 ＜監査室＞ 
 内部監査部門として組織し、監査室長１名、監査室員１名の２名体制で関係会社を含めた内部監査を実施しております。 
 ＜会計監査人＞ 
 当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、金融商品取引法ならびに会社法に基づく監査を受けております。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

 補足説明

その他

 株主総会における決算内容の報告等では、書面の読み上げにとどまらず、プレゼンテー
ションツールを用い分かりやすい報告を目指しております。また株主総会後に、株主懇談会
を開催して当社役員と株主とのコミュニケーションをはかり、当社をよりよく理解していただけ
るよう努めております。

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

個人投資家向けに定期的説明会を
開催

 個人投資家向けの会社説明会を平成20年12月に３回(参加者数555名)、
社長が出席して開催いたしております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

 機関投資家および報道関係者向けに決算説明会、中間決算説明会をそ
れぞれ４月、10月に、また８月には東京証券取引所上場に関する説明会を
社長が出席して開催しております（出席者数80名）。また、大株主並びに主
な機関投資家には個別訪問により同時期に決算等事業の概況報告を行っ
ております。（年間訪問社数：29社）

あり

IR資料のホームページ掲載

 当社ホームページ上（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｏｒｅｓｃｏ．ｃｏ．ｊｐ）に「ＩＲ情報」コー
ナーを設け、決算情報・決算以外の適時開示資料・有価証券報告書・半期
報告書・会社説明会資料・中期経営計画・ＩＲカレンダー等、ＩＲに関連する
情報を集約して提供させていただいております。また、登録者に対して当社
の企業ニュースや決算情報をメールにて発信するサービスもあわせて実施
しております。

あり

IRに関する部署（担当者）の設置  当社のＩＲの担当部署およびＩＲ事務連絡責任者：広報室（室長 田中真
人）  

 補足説明

社内規程等によりステークホルダー
の立場の尊重について規定

 当社では「モレスコ行動憲章」を制定し、ステークホルダーの立場の尊重について規定して
おります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
 工場をはじめ当社の全部署で環境管理の規格であるＩＳＯ１４０００を取得し、環境保全活
動を推進しております。その内容については、当社ホームページ上で「環境基本理念」、およ
び環境にやさしい製品を開発する等の「環境行動方針」を公表させていただいております。

その他

 当社は、経営理念および中期経営ビジョン・中期経営方針・品質方針を背景に、ステーク
ホルダーとの円滑な関係を構築するための方針や施策を実施しております。 
 
＜経営理念＞ 
１．私たちは、「ユーザーのための研究開発」をモットーに、境界領域におけるニーズに応え 
  ることによって、いつの時代にも社会に貢献できる企業を目指しています。 
２．私たちは境界領域のスペシャリストとして新しい分野へも展開をはかり、新たな機能と 
  サービスを提供していきます。 
３．私たちは、人間性を尊重する環境づくりと、自由な発想によって、新しい価値を創造する 
  ことに喜びをわかち合える企業を目指しています。 
 
＜中期経営ビジョン＞ 
 「小さくとも世界にきらりと光を放つＭＯＲＥＳＣＯグループ」 
 ―水と油と高分子のスペシャリストとして社会に貢献する― 
 
＜中期経営方針＞ 
 ・時代の潮流を見据え、事業展開をスピードアップする。 
 ・成長分野において世界に通用するオンリーワン製品を開発する。 
 ・得意領域での強みを生かしグローバルに事業展開する。 
 ・生産プロセスの継続的な革新によりコスト競争力を強化する。 
 ・グループ内外企業と連携し、ビジネスチャンスを広げる。 
 ・多様な人材が織り成す活力ある組織を目指す。 
 ・コンプライアンス・リスク管理を充実し、ステークホルダーの信頼を高める。 
 
＜品質方針＞ 
お客さまに届けよう“クオリティカンパニーＭＯＲＥＳＣＯの心”を！ 
 ・自らの意志（ものづくりにかける志）を持ちそれを形にしよう 
 ・みんなの真心（思いやりの心）を製品に込めよう 
 
＜ステークホルダーとの円滑な関係を構築するための方針や施策＞ 
１）お客さま 



 当社は経営理念に表される通り、お客さまのニーズに応えることによって社会に貢献でき
る企業を目指しており、品質方針においても、お客さまへの全社あげての姿勢を掲げており
ます。具体的には、日常の営業活動でのお客さまとのコミュニケーションばかりではなく、研
究開発部門も積極的にお客さまの直接的な声をお聞きする機会を設け、製品開発に繋げて
おります。また、お客さまとのコミュニケーションの状況は、コンピュータ上のデータベースに
登録し、当社内で情報を共有化しております。さらに、当社ホームページ上でも、お客さまを
中心とした登録会員制による「ＭＯＲＥＳＣＯ―ＮＥＴ」をカスタマーセンターで運営し、お客さ
まのご要望やご質問にお答えしたり、メールマガジンによる情報提供を行っております。 
 また特に、当社最大の得意先である松村石油(株)とは、販売政策会議を定期的に開催し、
当社の販売方針等の重要課題について意思疎通を図っております。 
２）株主 
 株主に対しては、前述の株主総会やＩＲ活動を通してコミュニケーションを図るとともに、広
報室を窓口としてご要望やご質問にお答えしております。 
３）社員 
 社員に対しては、中期経営計画の中で「TOSS ＆ Attack」（Thinking Open-Communication 
Speed Stretch & Attack）を掲げ、社員の行動指針としております。また、社員の評価だけで
はなく人材育成につながる人事制度を制定し運用しており、上司と部下との面接により計画
設定と実績評価を実施してお互いの意思疎通を図っております。 
 会社の状況については、業務執行上の重要会議の議事録や月次業績状況を全役職者に
公開すると共に、役職者から一般社員へ伝達することにより情報を共有しております。 
４）原材料等購入先 
 購入先に対しては、当社の購買方針を策定しホームページ上で公開しております。この購
買方針に沿って購入先との日常の購買活動を行っており、購入先との間で購入品について
の購買仕様書を締結することにより購入品の品質等の確保を図っております。 
５）地域社会 
 環境管理システムの運用による環境行動方針の実現を目指して、全部署で環境保全活動
を行っております。



Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 
 当社では、内部統制システムの整備に関する基本方針を下記の通り定め、当該方針に添って体制を整備しております。 
１．内部統制システムの整備に関する基本方針 
1.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について 
 1)コンプライアンス体制の根幹として「モレスコ行動憲章」を定め、法令遵守があらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底します。 
 2)コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし、全取締役・常勤監査役・執行役員等で構成する「コンプライアンス 
  ・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備を進めます。 
 3)コンプライアンスの推進については、取締役および従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよ 
  う、研修等を通じ、指導します。  
 4)監査役および監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、当該委員会に報告します。当該委員会
  は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めるものとします。 
 5)相談・通報制度を設け、従業員等が、法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該従業員等に不利益な扱いを行いま
  せん。 
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について 
 1)取締役の職務の執行にかかる以下の文書（電磁的記録を含む。）を、法令および「重要文書管理規程」に基づき、適切に保存しかつ管理します。 
  (1)株主総会議事録と関連資料 
  (2)取締役会議事録と関連資料 
  (3)経営会議議事録と関連資料 
  (4)その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 
 2)情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針に基づき対応します。 
 
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制について 
 1)前述の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を推進母体として、「リスク管理方針」のもとで体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したう
  えで適切なリスク対応を図ります。 
 2)当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、危機管理マニュアルを整備し、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本 
  部」のもとで、発現したリスクによる損失を最小限度にとどめるための必要な対応を実施します。 
 
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について 
 1)定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行います。 
 2)取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行機能を担う執行役員制度を導入し、全取締役・常勤監査役・執行役員が出席
  する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について討議します。 
 3)業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度計画を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、 
  その目標達成に向け具体策を立案・実行します。 
 
5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について 
 1)「関係会社管理規程」により、定期報告と重要案件の事前協議を骨子とする管理事項を定め、子会社管理の所管部門が総括管理します。 
 2)当社の取締役、監査役、執行役員の中から、子会社の取締役または監査役を派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監 
  査役は子会社の業務執行状況を監査するとともに、監査室が定期的に子会社の監査を実施します。 
 3)子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性格、機関の設計その他会社の個性および特質を踏まえ、自律的に内部 
  統制システムを整備することを基本とします。 
 
6.監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項について 
 1)現在、当社には監査役の職務を補助する従業員はおりませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置す 
  ることとします。 
 2)当該従業員の任命・異動・人事考課等人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保し
  ます。 
 
7.取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、およびその他監査役の監査が実効的に行われる
 ことを確保するための体制について 
 1)取締役および従業員は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役会に直ちに報告するものとします。 
 2)常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会
  などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、契約書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業 
  員にその説明を求めることができるものとします。 
 3)「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室および会計監査人と
  緊密な連携を保ちながら監査成果の達成を図るものとします。 
 
8.財務報告の信頼性を確保するための体制について 
 1)財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため関連諸規程を整備し、代表取締役社長
  の指示の下、内部統制システムを構築します。 
 2)内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行なうことにより、金融商品取引法および関連法令等との適合性を確 
  保します。 
 
２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 
1.反社会的勢力排除にむけた基本的な考え方 
 1)モレスコ行動憲章により「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係を持たない」ことを基本方針とします。この 
  基本方針は社内ネットワーク等を通じて全社員への周知徹底を図ります。 
 2)反社会的勢力、団体からの不当要求や働きかけに対しては毅然とした対応をとります。 
 
2.反社会的勢力排除にむけた整備状況 
 1)反社会的勢力、団体に関する対応統括部署を総務部に定めるとともに、不当要求や働きかけに対しては、直ちに対応統括部署に報告し、対応の
  一元化を図るなど組織的に対応します。 
 2)対応統括部署においては警察等との緊密な連携を保ち、不当な要求や働きかけに対しては、速やかに連絡し、適時、適切な指導と支援を要請し
  ます。  



Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項 

具体的な買収防衛策は現時点では導入しておりませんが、導入目的等を含め検討を進めております。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

１）従来ゆるやかな管理体制として進めておりました事業部制を、平成１９年３月から明確な管理体制とし責任体制範囲を明確化いたしました。これに
  より更なるコーポレートガバナンス体制の強化につながるものと考えております。 
２）その他、従業員組合とは定期的に労使協議会を開催し、従業員の処遇面に関する事項に関して意見交換を行い、会社の施策に反映しておりま 
  す。  


